
箕
面
市
訓
令
第
四
十
八
号 

庁
中
一
般 

 
箕
面
市
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
等
事
務
実
施
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日 

箕
面
市
長 

倉 

田 

哲 

郎 
 

 
 

箕
面
市
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
等
事
務
実
施
要
綱 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
一
年
政
令
第
二
十
四
号
）
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
、

箕
面
市
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
一
年

箕
面
市
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
箕
面
市
長
期
優
良
住

宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
箕
面
市
規
則
第
五
十

九
号
。
以
下
「
細
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
長
期
優
良
住
宅
の
普

及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
が
行
う
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
等
事

務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
細
則
第
二
条
第
三
号
た
だ
し
書
の
取
扱
い
） 

第
二
条 

細
則
第
二
条
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
都
計
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に

支
障
が
な
い
と
認
め
た
も
の
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

都
計
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
定
め
る

区
域
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
す
る
住
宅
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
た
も
の



で
、
許
可
証
の
写
し
を
添
付
し
た
も
の 

二 
認
定
す
る
住
宅
が
、
都
計
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
都
市
計

画
事
業
の
施
行
と
し
て
建
築
さ
れ
る
も
の
で
、
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
証
す
る

書
面
の
写
し
を
添
付
し
た
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
す
る
住
宅
の
建
築
及
び
維
持
保
全
に
つ

い
て
、
都
市
計
画
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
支
障
が
な
い
旨
を
都
市
計
画
事
業
の
実

施
者
及
び
都
市
計
画
事
業
の
認
可
権
者
が
文
書
で
表
明
し
た
も
の 

（
手
数
料
の
徴
収
制
限
の
基
準
） 

第
三
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
し
な

い
も
の
と
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

本
市
が
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
） 

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
激
甚
災

害
を
受
け
た
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
で
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合 

イ 

当
該
災
害
に
よ
り
罹
災
し
た
住
宅
を
建
て
替
え
る
場
合
（
現
に
居
住
し
て
い

る
被
災
住
宅
に
つ
い
て
、
市
長
が
発
行
し
た
罹
災
証
明
書
の
写
し
を
添
付
し
た

も
の
に
限
る
。
） 

ロ 

当
該
災
害
に
よ
り
市
内
の
他
の
場
所
に
移
転
し
て
住
宅
を
再
建
す
る
場
合

（
当
初
居
住
し
て
い
た
住
宅
に
つ
い
て
、
市
長
が
発
行
し
た
罹
災
証
明
書
の
写

し
を
添
付
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

ハ 

居
住
し
て
い
る
住
宅
が
国
、
大
阪
府
又
は
本
市
が
実
施
す
る
災
害
の
復
興
に

関
す
る
事
業
の
実
施
に
よ
り
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
内
の

他
の
場
所
に
移
転
し
て
住
宅
を
再
建
す
る
場
合 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
に
よ
り
市
長
が
特
に
必

要
と
認
め
る
場
合 



（
手
数
料
の
還
付
の
基
準
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す

る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の

申
請
に
つ
い
て
、
申
請
者
か
ら
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
を

受
け
た
場
合
で
、
市
長
が
同
条
第
三
項
に
基
づ
く
通
知
を
行
う
前
に
申
請
者
が
当

該
認
定
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
条
例
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
認
定
で
き
な
い
場
合 
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
定

め
る
手
数
料
の
額
の
う
ち
当
該
申
請
内
容
に
該
当
す
る
額
の
範
囲
内
で
、
未
実
施

の
事
務
に
係
る
額 

二 

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の

申
請
に
つ
い
て
、
申
請
者
か
ら
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
を

受
け
た
場
合
で
、
市
長
が
細
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定

に
準
じ
た
審
査
を
行
う
前
に
申
請
者
が
当
該
認
定
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
で
き
な
い
場
合 

条
例
第
三
条
第
三
項
に
定
め
る
手
数
料
の
額
の
う
ち
当
該
申
請
内
容
に
該
当
す

る
額
の
範
囲
内
で
、
未
実
施
の
事
務
に
係
る
額 

三 

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

条
例
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
に
定
め
る
手
数
料
の
額
の
う
ち
、
当
該
申
請
内
容
に
該
当
す
る
額
の
合
計
の
範

囲
内
の
額 

（
報
告
の
聴
取
の
基
準
） 

第
五
条 

市
長
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
建
築
及
び

維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
資
料
を
添
え
て
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 



一 

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
建
築
工
事
が
完
了
し
た
場
合 

長
期
構
造
基
準
等
を
適

切
に
施
工
し
た
こ
と
を
示
す
資
料
及
び
写
真 

二 

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
維
持
保
全
計
画
に
基
づ
き
点
検
、
補
修
等
を
実
施
し
た

場
合 

維
持
保
全
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
点
検
、
補
修
等
を
実
施
し
た
こ
と
を
示

す
資
料
及
び
写
真 

三 

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
つ
い
て
、
規
則
第
七
条
の
規
定
す
る
軽
微
な
変

更
を
行
う
場
合 

変
更
の
内
容
を
示
す
図
書
及
び
長
期
優
良
住
宅
計
画
等
認
定
基

準
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
示
す
資
料 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合 

市
長
が

特
に
必
要
と
認
め
る
図
書 

２ 

市
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
以
外
の
資
料
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
建
築
計
画
又
は
維
持
保
全
計
画
に
支
障
が
あ
る
事
項
） 

第
六
条 

市
長
は
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、
建
築
計
画
又
は
維
持
保
全
計
画
に
支
障
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
当
該
長

期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
認
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

都
計
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
許
可
を
受
け
た
土
地
で
あ
っ

て
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
公
告
が
さ
れ
て
い

な
い
も
の
を
建
築
敷
地
と
し
て
認
定
申
請
が
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
認
定
の
対

象
建
築
物
が
同
法
第
三
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
の
承
認
を
受
け
た
建
築

物
で
あ
る
場
合
を
除
く
。 

二 

箕
面
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
九
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
二
号
）
第
二

十
条
第
一
項
又
は
同
条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
が
完
了
し
て
い

な
い
場
合 

三 

建
築
基
準
の
関
係
法
令
の
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合 



（
偽
造
防
止
用
紙
の
使
用
） 

第
七
条 

次
に
掲
げ
る
通
知
及
び
命
令
に
使
用
す
る
用
紙
は
、
所
定
の
偽
造
防
止
用
紙

と
す
る
。 

一 

規
則
第
六
条
に
定
め
る
認
定
の
通
知 

二 

規
則
第
九
条
に
定
め
る
変
更
の
認
定
の
通
知 

三 

規
則
第
十
三
条
に
定
め
る
地
位
の
承
継
の
承
認
の
通
知 

四 

細
則
第
六
条
第
四
項
に
定
め
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
の
審
査
期
間

を
延
長
す
る
旨
の
通
知
書 

五 

細
則
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
認
定
で
き
な
い

旨
の
通
知
書 

六 

細
則
第
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
改
善
命
令
書 

七 

細
則
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
の
取
消

通
知
書 

附 

則 

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日
訓
令
第
九
号
） 

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


